
※福島12市町村とは、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村をいいます。

※ご不明な点がございましたら kouhou_pr@irisohyama.co.jp までお問合せください。（ポイント付与申請以外のお問い合わせにはお答え
できません。）　

【注意事項】●ご注文時のお届先は会員登録時の住所から変更はできません。●ポイントの有効期限は1年間です。期限を過ぎると自動で消滅します。
●ポイントの有効期限は延長できません。●ポイントは税込価格に対して使用できます。●本件に係る個人情報について、アイリスオーヤマ株式会社、
株式会社アイリスプラザ、福島県は、円滑な支援の実施及び確認を目的に供します。●ポイント付与は1世帯1回のみです。●本件に関して不正が発覚
した際は、ポイントを取り消します。既に使用した場合は、使用したポイント分の費用を請求します。●アイリスポイントを進呈した後、５年以内に12市町
村外へ転出する等、福島県12市町村移住支援金が返還となる場合には併せてアイリスポイントも返還となる場合があります（同支援金に関する詳細
は福島県ホームぺージをご確認ください）。

アイリスプラザ会員登録及びポイント付与の流れ

買い物開始。1年間の有効期限内でご使用ください。
複数回に分けて使用も可能です。5万円を超えるお買い物は超えた分を別途請求いたします。

⑤

福島県で確認作業を行った後、約1か月程度でアイリスプラザのメールアドレスから付与完了の
お知らせメールが届きます。

④

必要項目を入力して「アイリスプラザ」で会員登録を行ってください。
入力する文書番号は「福島県12市町村移住支援金交付決定兼確定通知書」の
右上に記載されている「8避第●●●●（●）号」の数字です。
※住所、氏名は、「福島県12市町村移住支援金交付申請書兼実績報告書」と同一としてください。

③

「福島県12市町村移住支援金交付決定兼確定通知書」をご用意ください。①
右記QRコードより移住者専用「アイリスプラザ」会員登録画面へお進みください。
※通常のページから会員登録を行った場合、ポイントが付与されません。

②

申請資格
福島県から、「令和8年度福島県12市町村移住
支援金交付決定兼確定通知書」を交付された者。

申請期間
交付決定日～2027年4月30日
※必ず期間内に申請を完了してください。期間を過ぎますとポイントは付与されません。

【支援内容】
令和8年度の福島県12市町村移住支援金交付
決定者に対し、アイリスオーヤマ公式通販サイト

「アイリスプラザ」の買い物ポイント
「5万円相当」を進呈します。

ポイントの有効期限は、会員登録後1年間
です。お好きなタイミングでお好みの

商品を選ぶことができます。

いつでもショッピング

プロジェクト移住支援金交付決定者に
アイリスオーヤマ公式通販サイト

福島県12市町村

ポイント
進呈します

50,000


